
 

第 123 回伊達市災害対策本部会議 

平成 24 年 4 月 3 日（火） 

10 時 00 分～10 時 20 分 

保原庁舎 2 階応接室 

 

1 放射能関係 

・警戒区域等の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 その他（別紙参照） 

・環境放射線測定結果 

 

 

 

 

 

・第 260 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回  4/10（火）  16 時 ～ 



 

第 123 回本部会議の概要について 

 

1 実施日時等 

平成 24 年 4 月 3 日（火） 10:00～10:20 

2 内容 

1 放射能関係 

・警戒区域等の見直しについて 

市民生活部長が資料により説明した。 

平成 24 年 3 月 30 日 原子力災害対策本部より「警戒区域・避難指示区域等の見直しについて」

が発表され、特定避難勧奨地点についても触れられた。その中で、特定避難勧奨地点について

は、解除後 1年間の積算線量 20mSv以下となることが確実であることが確認された場合には、

解除することとしている。なお、詳細は新聞報道で周知のとおりである。 

 

先日伺った原子力災害現地対策本部の話では、確実な線量低下を確認するためには、複数回の

線量測定が必要であろうとの認識をされていた。具体的には、雪解けした 5 月ごろに第 1 回、

その 2、3 ヶ月後に第 2 回を実施する考えとのことである。これら測定の結果を踏まえ、市町

村と解除に向けた協議を進めたいとのことであった。 

なお、国（原子力災害現地対策本部）は、放射線量が自然減衰（放射線量の低減）をもって勧

奨地点を解除することは難しいのではないか、との認識を示している。 

  （市長） 

原子力災害現地対策本部が言う、「放射線量の自然減衰だけで勧奨地点の解除を認めてもらう

ことは難しい」とのことには極めて心理的な問題があり、単に放射線量が減ったからではなく、

除染をした努力をもって（放射線量が）減ったことが大事であるとの認識であろう。自然減衰

するものであるが、それで良いということではないということである。 

特に、平成 24 年度は、安全と安心は違うというところを観点に、安心の部分について、我々

はよく考えなければならないと考えている。 

たとえば、川内村（平成 24 年 4 月 1 日に警戒区域解除）を取り上げると、除染は国が実施し

た。しかし、現実には、放射線量が当市より低いものであった。それがなぜなのか、住民の話

等に目を向けると、住民は除染が実施されたら帰れるというような認識なのである。放射線量

が低いから大丈夫という話ではないらしい。実際に、川内村から避難した先の郡山市のほうが

線量が高かった話もある。つまり、実際には、現実と避難などの実態が合理的に行われていな

いのであると受け止められる。こうしたことは、心理的な面に起因すると私は考えている。こ

れに対して我々がどう対応するかは、今後考えなくてはならない課題であろう。 

当市においても、特定避難勧奨地点の解除については、安心感を与え（単に線量が下がったか

ら解除ではなく）、対応することが必要となる。 

国や県の施策については、現実と実態に非常に不合理な点が見受けられるため、合理的なもの

にしていただかないと、当市も対応しにくいものである。避難者も含めてどう対応するか、検

討していただきたいものだ。 

 

   



 

2 その他 

・環境放射線測定結果 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

・第 260 回福島県災害対策本部会議の概要 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

（市民生活部次長） 

平成 24 年 4 月 1 日から、「除染支援センター」を「除染推進センター」に改めた。以前に、市

民からの意見として、『「支援」は後方支援の印象であるから他の名称が良いのではないか』と

の話があった。検討した結果、わかりやすい名称として「除染推進センター」としたものであ

る。 

（市長） 

先の説明のとおり、「支援センター」の名称について、市が前面に出ていないとの指摘があっ

た。今回の名称の改正はきわめて大切なことであると考えている。支援センターの名称由来の

趣旨については、おおよその目安により、線量の高い部分については高いところから市が除染

を行い、線量の低い部分については、市が手の回らないところもあること及び市民の生活圏は

市民自ら実施するほうが分かりやすいことから、ミニホットスポット等を貸出線量計により把

握し、除染にご協力いただきたいとのものであった。ただし、屋根上や危険な箇所については

市が実施するものである。こうした趣旨であった。 

 

市民の指摘からすれば、市が責任を持って除染を実施すべきとの意見なのであろう。しかし、

市だけでは手が回りかねるので、現実的には、ぜひ市民の皆様にも低い部分の除染をご協力願

いたいという趣旨である。 

 

除染の難しい部分等については、市が除染を実施するのだから、本来的には、やはり市が主体

的に除染を実施するという考えを当初から持っている。 

こうした観点で考えれば、「除染推進センター」が適しているとし、名称を改めたものである。 

 

あくまで、市が全ての除染に手が回りかねる部分について、市民にお願いするというイメージ、

考え方である。 

 

なお、災害対策号については、これまで一年間、町内会長等の皆様には毎週配布いただいてい

た。今年度からは、定例の市政だよりと同様に第 2・第 4 木曜日の発行となる。 

 

 

《次回本部会議》 

平成 24 年 4 月 10 日（火） 16：00～ 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


